
南  知  多  名  産  品  認  定  基  準  
こ の 認 定 基準 は 別 に 定め る ｢南 知 多 名産 品 認 定 要 綱 ｣第 8 条 に基 づ き、

公 平 か つ 適正 に 認 定 品を 選 定 する に あ た り定 め る もの で あ る 。  
１． 選 定 項目 は 、 次 のと お り とす る 。  

(1 )  商 品自 体 の 表現 の豊 か さ。（ 郷 土色 ）  
(2 )  包 装を 含 め た商 品全 体 の 表現 の 豊 か さ。（ 郷土 色 ）  
(3 )  商 品と 価 格 のバ ラン ス 。  
(4 )  南 知多 名 産 品と して ふ さ わし い 価 格 。  
(5 )  包 装物 の 過 大性 の可 否 。  
ァ． あ げ 底  

内 容 物の 保 護 又 は 、 品 質 保全 の 限 度 を 超 え て 、外 見 か ら は 容 易に

判 断 す る こと が で き ない よ う に容 器 の 底 をあ げ て はい な い か 。  
ィ． 額 ぶ ち  

あ げ 底と 同 様 の 目 的 を も って 、 額 ぶ ち 状 に 広 い幅 の 縁 ど り を 施し

て は い な いか 。  
ゥ ． め が ね  

容 器 又は 、 外 装 に 切 抜 き をし 、 中 の 見 え る 部 分の み に 内 容 物 を入

れ て 全 体 に入 っ て い るよ う に 見せ か け て はい な い か。  
ェ ． あ ん こ  

内容 物 の 保護 又 は 、品質 保 全 の限 度 を 超 えて 、内 容 物 の間 に 紙片 、  
木毛 、 セ ロハ ン 等 を 詰め て い ない か 。  

ォ． 十 二 単衣  
内 容 物の 保 護 又 は 、 品 質 保全 の 限 度 を 超 え て 、内 装 を 重 ね て いな

い か 。  
ヵ． そ の 他  

内容 物 に 比し 、 過 大 な容 器 又 は、 包 装 を して い な いか 。  
(8 )  そ の他  
次 に 示 す 内容 の 表 示 が な さ れ てい る か の 確認 。  
ァ． 商 品 名及 び 内 容 物等 。  
ィ ．製造 、販 売 業者 の 氏 名 又 は 、名称 及 び住 所 、（法 人 の 場 合は 氏 名

を省 略 す るこ と が で きる 。）  
ゥ． 重 量 又は 価 格 。  
ェ． 消 費 期限 又 は 賞 味期 限 。  
ォ． 小 売 価格 。  

 
２ ． 民 芸 ・工 芸 は 工 夫、 美 術 性、 郷 土 色 等と す る 。  

以 上 の 項 目に つ い て 、菓 子 及 び食 品 は 、 包装 、 表 示、 風 味 、 品質 、価

格 、 意 匠 及び 郷 土 色 の 7 区 分 に分 け 、 工 芸品 は 創 造性 ・ 堅 牢 性・ 意 匠・

郷 土 色 及 び価 格 の 5 区分 と し 、そ れぞ れ 評価・判 定 を 行い 、選定 委 員 の

半 数 以 上 が南 知 多 名 産品 と し てふ さ わ し いと 認 め たも の を 名 産品 と して

選 定 す る 。  
 


